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《スローガン》 

｢みんなで支えあい、安心･安全の暮らしをつくる｣ 

 

《事業方針》 

集落(小地域)福祉の充実を図り、支えあい･助け合いの輪を作ります! 

 

《基本的な考え方》 

現在地域において、日常生活にお悩みを抱えている住民の方々は多く、その

内容も多岐に亘っています。そして、その一つ一つが貧困や虐待･孤立死･自殺･

ＤＶ(家庭内暴力)被害･ホームレス･ニートなど、本人自身やその家族の努力だ

けではなかなか解決に至らない深刻なものが増えてきています。そのような状

況が地域に蔓延するとともに、少子高齢化や過疎化に伴い地域自体の力(地域

力)も低下している状況において、従前の地域の支えあいや助けあいのみでは課

題に対処できなくなってきています。 

そのような中で地域社会のあり方も変容が求められてきており、昨年度は生

活困窮者自立支援法の施行や介護保険法の改正など、住民の皆さんを取り巻く

環境が整備されました。 

この流れは、誰もが住みなれた地域でいつまでも安心して暮らしていくこと

が出来るように、地域の住民を中心に、地域福祉活動者や福祉関係諸団体をは

じめ、ライフライン関係者や通信・運送事業者など今まで福祉と一線を画して

いた地域で活動をされている他業種なども含めて、包括的に支援していくシス

テムを作り上げる方向性に向かっています。 

本会では平成27年度を初年度とする地域福祉活動計画を推進しておりますが、

その基本理念である｢みんなで支えあい、安心・安全の暮らしをつくる｣を実現

していくためにも、今まで以上に積極的に地域に出て行き、住民の皆様の意見･

要望をお伺いしながら、あくまで住民の皆さんが主体となった取組みを進め、

お悩みやお困り事などに迅速且つ効果的に支えあい助けあえる形を作っていき

ます。 

そのためにも社会福祉協議会では、職員一人ひとりが福祉のプロフェッショ

ナルとしての意識と誇りを持ち、それに見合う知識と技術の習得に日々努めて

参ります。その上で部門間の連携を図り、各々の役割を認識しつつ、総体とし

て相乗(シナジー)効果が生まれるような業務遂行を目指します。 

そして何より、常に住民の皆さんにひたむきに寄り添い、何度でも問題解決

に取り組む誠実な対応を心がけていきます。 
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《重点項目》  
1. 地域福祉活動の積極的な推進 

 第 4 次地域福祉活動計画を確実に推進していきます。 

2. 小地域ネットワーク事業の推進 

 自治コミュニティーとの連携体制を確立します。 

 全自治委員への福祉委員の委嘱と地域活動諸団体との連携を図ります。 

 モデル地区を設定し｢地域支え合いマップ｣の作成を進めていくとともに、併せ

て地域の福祉課題や問題の発掘･調査を進めていきます。 

3. 災害時援護者の支援体制の整備 

 被災者支援センター設置･運営マニュアルの作成･周知徹底 

 センター設置、福祉避難所などの訓練の開催 

 小地域マップづくりの推進 

 災害担当スタッフの育成 

4. 生活困窮者自立支援事業の実施 

 業務体制の再確認や関係職員の資質の向上・町民に対する周知広報など、効果

的な事業の推進体制の構築を行ないます。 

 対象者を地域で包括的に支援できるよう関係機関･団体と綿密に連携して実施

します。 

 相談員の心理的負担を軽減し、相談支援を進めていく上で必要な指示･指導･援

助等のサポートが出来る職員体制を構築します。 

5. 生活にお悩みを抱える方々に対する包括的な相談支援体制の整理 

 福祉に関する生活課題の総合相談窓口として、｢いつでも｣｢誰でも｣｢どのよう

な問題でも｣気軽にご相談いただける体制を構築します。 

 生活困窮者自立支援事業や指定特定相談支援事業など新規事業に対する相談

はもちろん、従前通りの相談窓口としての機能を充実させ、縦割りではなく包

括的な支援ができる体制を構築していきます。 

6. 生活支援･介護予防の支援体制の構築 

 独居高齢者や老夫婦世帯、または認知症高齢者が増加している中、地域の助け

あいや見守りはまだ十分とはいえません。地域の特性にあわせた多様な支援が

必要であり、公的な介護サービス以外の生活支援サービスが必要です。地域自

治組織や行政などと連携をして、地域のニーズと地域資源のマッチングを行な

うコーディネーターの配置や協議体の設置を進めてまいります。 

7. 介護予防･日常生活支援総合事業の実施 

 介護保険の改正も踏まえ、運動機能･口腔ケア･栄養講座･認知症予防などの事

業を通じて、身体的な介護状態の回避のみでなく、孤立など精神的･社会的な

ケアにも重点を置いて、いきいきサロンや健康教室等の介護予防支援体制を構

築します。 
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8. 人材の育成 

 人材の育成は目下の急務であり、これは若手職員に止まらず、全職員が｢社会

人｣として自覚を持ち行動するための取組みを積極的に行います。また一部の

職員だけでなく、すべての職員が法人を経営しているという意識を持ち、安定

的な法人運営が可能な職員体制を築きます。 

 福祉に関わる専門職として、誰からも慕われる｢人望・人格・人徳｣を磨きます。 

 役職員研修を通じ資質の向上を図ります。 

9. 組織体制の見直し 

 中長期的な視野に立ち、現在の部門ごとの業務体制を見直し、人事異動も視野

に入れ、今後の法人運営を過不足無く行うための組織体制を作り上げます。 

 固有の業務だけを行うのではなく、一人ひとりが分野横断的に全体を見渡

せる俯瞰的視野を持てるような体制づくりを心がけます。 

10. 調査研究活動の充実 

 事業成果の検討や地域福祉懇談会や福祉アンケートなど住民意識調査活動、

または先進的事例の研究など通じ、権利擁護事業等の地域のニーズに応じ

た新規課題ついて検討していきます。 
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１．身近な地域での住民の繋がり･支えあい活動の推進          

1) 小地域ネットワーク事業の推進 

地域の見守りや支えを必要とする人や、制度の狭間で支援に結びついてい

ない人、孤立しがちな人など潜在化しやすい様々な生活課題を抱えている人

たちを深刻な状況になる前に発見し、見守り支えあえる地域づくりを進めま

す。そのために住民の皆さんとともにサロンの開催や意見交換会、支えあい

マップづくり、またはコミュニティとの連携を進めていきます。 

① 自治コミュニティーとの協働(連携体制構築) 

② 地域力アップ講座の開催(モデル地区で地域支え合いマップの作成等) 

③ 地域福祉懇談会の開催 

④ ｢いきいきサロン｣の普及と活動内容の充実 

2) 福祉委員制度の再構築と小地域の連携強化 

 住民の皆さんが、住み慣れた地域で安心して暮らすため、全自治委員を福

祉委員として委嘱し、地域における福祉力の一層の強化を進めていきます。

福祉委員は民生委員など地域で活動をされている方々と協力し、地域の見守

りや地域福祉課題の解決を図ることを目的とします。 

① 福祉委員の委嘱と学習(研修)会の開催 

② 民生委員児童委員、保健委員との意見交換･情報交換の場の開催 

3) 災害時援護者の支援体制の整備 

 災害発生時に備える減災活動、被災後の早期の生活復旧を目指すマニュア

ル整備を進め、発災後に適切な支援が行えるように取り組んで参ります。 

 また、関係団体･機関等の協力支援体制の構築へ向け、玖珠郡災害ボラン

ティアネットワーク協議会の運営を進めていきます。 

① 玖珠郡災害ボランティアネットワーク協議会の充実 

② 被災者支援センター設置･運営マニュアルの作成･周知徹底 

③ 福祉避難所指定受託施設との合同研修会 

④ センター設置、福祉避難所などの訓練の開催 

⑤ 小地域マップづくりの推進 

⑥ 災害担当スタッフの育成 

4) 調査研究活動の充実 

事業成果の検討や地域福祉懇談会や福祉アンケートなど住民ニーズ調査

活動、または先進的事例の研究など通じ、地域住民のニーズに応じた新規取

り組みについて検討していきます。 

① 生活支援サービス事業(軽度生活援助事業)の研究 

② 小規模多機能型拠点作りの研究(先進地視察研修の実施) 

③ 成年後見事業(法人後見･市民後見)の研究 
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5) 福祉教育の推進 

 福祉教育を学校や学生に対してのみでなく、広く住民の皆さん、機関･団

体、企業等を対象に実施できるよう取り組んで参ります。 

① 福祉体験学習 

② 福祉授業 

③ 防災･減災教育 

6) 企画広報の発展 

 町民の皆さんのご意見や関係機関団体の取り組みの状況、福祉を取り巻く

環境の変化などを踏まえ、今伝えていくべき新鮮な情報をホームページや広

報誌を活用し正確に分かり安く伝えていきます。また災害発生時等に活用で

きるように、多様な情報伝達手段の学習を行ない、効率的で効果的な広報手

法の研究を考えていきます。 

① 地域福祉情報誌｢めるへん｣の発行 

② ホームページの逐次更新 

③ フェイスブック・ツイッターなど新たな情報ツールの活用 

7) 老人福祉センター運営事業(指定管理者制度) 

 地域に開かれた身近な交流拠点として、地域住民の健康と福祉･文化の向

上を図ります。健康づくりや教養の向上、介護予防事業などを通じ、多くの

方が社会参加の機会を持てるように事業展開し、利用しやすい施設となるよ

うに努めます。 

① 福祉センター啓発と利用促進 

② 介護予防地域支援事業の実施(いきいき元気教室、男性ふれあい広

場) 

8) 共同募金活動の実施 

寄付金の減少や組織運営面の問題(社協が募金から配分まで行なっている

との誤解があるため、共同募金会との明確化を図る)を解消するため及び、

募金が地域づくりに循環する組織の整備を行なうため、全国的に共同募金改

革(｢支会｣から｢委員会｣への移行)が行なわれています。 

大分県においても平成 24 年度から順次、移行設置されており、共同募金

事務を委託される本会も、運営委員会(審査委員会も兼ねる)を設置し、募金

運動を展開しています。 

① 共同募金運動の展開 

② 地域配分金事業の推進 
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２．住みなれた家で安心して暮らせる仕組みづくり･在宅生活支援       

1) 地域総合相談支援センター機能の向上 

福祉に関する生活課題の総合相談窓口として、｢いつでも｣｢誰でも｣｢どのよ

うな問題でも｣気軽にご相談いただける体制を構築します。生活困窮者自立支

援事業や指定特定相談支援事業など新規事業に対する相談をはじめ、地域でお

困りの方に対し包括的な支援が出来るよう、縦割りではなく分野横断的に支援

できる体制を築きます。 

①  地域総合相談支援センター機能の充実 

② 無料法律相談会(偶数月第 3 水曜日開催)の実施 

③ 無料障害年金相談会(奇数月最終火曜日開催の実施 

④ 心配ごと相談会(奇数月第 4 水曜日開催)の実施 

⑤ 相談員の資質の向上(県社協研修等) 

2) 資金貸付事業の実施 

低所得などにより経済的に困窮している世帯に対して、世帯の自立更正を

図ることを目的に資金の貸付けを行ないます。また生活困窮者自立支援事業

の実施に併せ、対象者の情報の共有を図るとともに、個別支援の一つのサー

ビスとして活用していきます。 

① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託) 

② 法外更正資金貸付事業 

③ 滞納世帯に対する償還指導の徹底 

3) 生活困窮者自立支援事業の実施(県委託) 

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却し地域で孤立しないように支援す

るため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとと

もに、地域における自立・就労支援等の体制の構築について、行政を始め各

関係機関との連携を図りながら行っていきます。また積極的に地域へ出て行

き、ニーズを抱えている方の掘り起こしを行なっていきます。 

① 相談支援体制の確立 

② 地域の社会資源の掘り起こしと連携体制の構築 

③ 担当職員の知識･技術の向上とサポート体制の構築 

4) 日常生活自立支援事業の実施(県社協委託) 

 幅広く権利擁護に関する相談を受け、高齢の方や障がいのある方の財産や

権利を守り、安心して日常生活が送れるように支援します。そのためニーズ

の掘り起こしや関係機関へのＰＲについて広報啓発し、今まで以上に効果的

な実施に取り組んで参ります。 

① 定期的な広報による制度の周知 

② 相談受付体制の強化 

③ 生活支援員のレベルアップ及び拡充 

④ 成年後見制度との連携 
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5) ファミリーサポートセンター事業の実施(町委託) 

 臨時･突発的な保育のニーズに対応するため、子どもを預けたい人と預か

る人、その両者を兼ねる人を会員として登録し、子育てに関わる方同士の相

互支援システムにより、そのコーディネート業務を通じて地域での子育て支

援の広がりを目指します。 

① 定期的な広報による制度の周知、利用ニーズの掘り起こし 

② 会員の交流の場の効果的な開催 

③ まかせて会員養成講座の開催 

6) 生活支援･介護予防活動の基盤整備の実施 

介護保険改正に伴い、今後充実が望まれる地域における生活支援･介護予

防の基盤整備に向けて、多様な主体の参画が求められることから「定期的な

情報の共有・連携強化の場」として協議体を設置します。併せて生活支援コ

ーディネーターを配置することにより、地域において生活支援・介護予防サ

ービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たしていきます。 

① 生活支援コーディネーター配置と生活支援体制整備 

② 協議体との連携と定期的な情報共有の場の開催 

7) 介護予防地域支援事業の実施 

高齢になってもできる限り自分らしくいきいきと暮らしていくために、生

活機能の低下を予防することを目的に様々な介護予防事業を実施し、要介

護・要支援状態になることを予防します。 

また介護保険の改正も踏まえ、運動機能･口腔ケア･栄養講座･認知症予防

などの事業を通じて、身体的な介護状態の回避のみでなく、孤立など精神的･

社会的なケアにも重点を置いて、いきいきサロンや健康教室等の介護予防支

援体制を構築していきます。 

① ふれあい給食サービス事業(町委託) 

② いきいき元気教室(サテライト含む)・男性ふれあい広場(町委託) 

③ フォローアップ研修(町委託) 

④ いきいきサロン推進事業(町委託) 

⑤ 運動・栄養・口腔・認知症の自立支援事業の研究･実施 

8) 障害者総合支援法事業の実施 

障がいの程度や心身の状態などに応じて受けられる福祉サービスについ

て、地域社会における日常的な生活を総合的に支援するために事業を実施し

ていきます。サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要

と認められる場合に、障害をお持ちの方の自立した生活を支え、抱える課題

の解決や適切なサービス利用に向けて、平成 27 年度より指定特定相談支援

事業を実施します。 

① 指定特定相談支援事業の実施 
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9) 障がい者居宅介護事業の実施 

 障害により、在宅での生活に援助が必要な人が居宅において日常生活を営

むことができるよう、ホームヘルパーが訪問し、入浴、食事の介助及び必要

な移動介助、家事援助のサービスを提供しています。提供に当たっては、利

用者及びその家族等の自立支援を基本とした良質なサービス提供に努めて

います。 

① 居宅介護事業(ホームヘルパー)の実施 

10) 在宅生活支援サービス事業の実施 

 誰もが住みなれた地域で安心して暮らしていくことが出来るように、各種

在宅生活支援サービスを提供していきます。 

① 視覚障害者日常生活情報提供事業(点訳･音訳)の実施(町委託) 

② おもちゃ図書館の開館(次世代育成支援) 

③ 福祉機器貸出事業･介護用品等斡旋紹介(町委託) 

11) 福祉団体事務支援 

各福祉団体の事務局として運営に関わり、それぞれ独自の活動理念に基づ

く特性を発揮しながら、自立的な活動や組織運営ができるよう支援します。 

また福祉団体の組織強化を通じて、地域や他団体とも連携し、協働関係の

強化を図り、広域的、専門的な事業を実施します。 

① 玖珠町民生児童委員協議会(事務局) 

② 玖珠町老人クラブ連合会(事務局) 

③ 玖珠町身体障害者協議会(事務局) 

④ 玖珠町ボランティア連絡会(事務局) 

⑤ 玖珠郡ボランティアネットワーク協議会(事務局) 

⑥ 玖珠町健康福祉事業推進委員会 

⑦ 玖珠町母子寡婦福祉会 

⑧ むつみ会玖珠共同作業所 

⑨ 玖珠郡知的障害者育成会たんぽぽの会 

⑩ 玖珠郡更生保護連絡会 
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３．法人の発展に向けた運営基盤の強化       

1) 組織運営体制の整備･発展 

町民の皆さんの期待に応え、信頼される組織として地域の福祉活動をよ

り一層推進することを目的として、本会の組織運営体制を整備していきま

す。またコンプライアンス推進に向けた取り組みも進めて参ります。 

① 理事会・監査会・評議員会の開催 

② 理事部会の設置(事業･財務･施設) 

③ 衛生委員会の設立 

④ 主任会議の定期的な開催 

⑤ 情報の開示(事業・財務諸表等) 

⑥ 第三者委員会関与及び適切な運営 

⑦ リスクマネジメント(災害･事故･苦情)への対応、事件・事故、ヒヤ

リハット等の共有 

⑧ 社会福祉法人会計基準に基づく経理及び財務諸表の作成 

⑨ 町当局や関係機関団体との協調 

⑩ 死亡者への弔意、罹災世帯への見舞い 

2) 人事考課、人事異動及び研修を連動させた取り組みの実施 

｢発展強化計画｣に基づき、人事考課・人事異動、研修を効果的に連動さ

せるとともに、職務を通じた育成(OJT)や外部から講師を招いて実際の仕事

にフィードバックさせる育成(Off-JT)も視野に入れ育成体制の構築を目指

します。 

① 役職員研修の実施(合同研修･職員研修 外) 

② 研修復命を兼ねた職員勉強会の定期的な実施 

③ 人事考課制度の整備･運用 

④ 人事・労務管理の徹底(処遇改善、士気の高揚) 

⑤ 異動を可能とする人事･業務体制の構築 

⑥ メンタルヘルスのリスク低減のためのストレスチェックの活用 

⑦ 社会人としての人間教育の実施など人材育成の積極的な取組み 

3) 地域福祉活動財源確保の取り組み 

｢課題に即応できる運営基盤の強化｣と｢寄付金が循環し、地域福祉が推進

される寄付文化の醸成｣を目的に、地域福祉活動財源確保の取り組みに努め

て参ります。寄付による協力も住民による地域福祉推進の一つとして捉え、

会費や寄付金の募集にも積極的に取り組んで参ります。 

① 会費の効果的な広報 (役職員による賛助･法人会員の勧誘強化) 

② 寄付金(香典返し･見舞金･一般寄付)の採納 

③ 補助金･委託金等 

④ 福祉基金使途の検討 

⑤ 福祉事業積立金の活用 

⑥ チャリティーバザーの実施 

⑦ 事業会計按分費の設定 

⑧ 経費節減の徹底 



別添 
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居宅介護支援事業（案） 

事業所名：玖珠町介護保険サービスセンター 

１．運営方針 

利用者の尊厳と自立支援を基本とし、利用者が住み慣れた地域で、安心

して日常生活を営むことができるように、公正・中立な視点で事業運営をお

こない、質の高いマネジメントを提供できるように努力します。 

    

２．基本目標 

① 利用者・家族の意向を尊重するとともに、計画立案には専門的立場から

の助言をおこないます。 

② 認知症高齢者が自宅や地域の中での生活が継続できるように支援しま

す。 

③ 関係する専門職の意見を聴いたり、医療との連携を図り、包括的に利用

者及び家族を支援していくように努めます。 

④ 各種制度や社会資源の活用を図り、多面的に利用者を支援できるように

努力します。 

⑤ 入所退所・入院退院される利用者に対しての支援をおこないます。 

⑥ 介護支援専門員の資質や専門性の向上のため、介護保険サービスや医療、

福祉、社会保険制度等の各種制度の理解や知識を深めるための研修会

への参加を積極的に勧めます。 

⑦ 地域包括ケアシステムの構築の推進の一旦を担う事業としての役割を

認識し、多職種との連携、協働を強化していきます。 

⑧ 介護保険制度の改正について、必要な情報提供をおこないます。 

⑨ 特定事業所加算の継続 

 

３．具体的項目 

① 利用者や家族双方の意向を踏まえて、納得のできるケアプランの作成に

努めます。 

② 認知症高齢者の介護者に対しては、認知症の理解や対応ついての情報提

供や介護者の会及び講演会への参加等勧めて行きます。また近隣の方

への協力を得られるように支援します。 

③ ケアマネ会議を週 1 回開催し、利用者の情報共有をおこない、担当不

在時の対応や新規依頼ケースの担当決定や困難事例ケースへの対応検

討、介護保険最新情報、社会資源、福祉用具の情報提供や情報交換を

おこないます。 

④ 郡、町、県や地域で開催される介護支援専門員研修会や認知症研修会、

権利擁護、社会保険制度等の研修会への参加を積極的に行い質の向上

に努めます。 

⑤ 医療との連携強化及び推進する一つの手段として、郡内共通の医療連携

シートの活用をおこなうことで情報の共有をおこない、利用者が在宅

時や入退院の際にも早期に適切な対応が図れるように支援します。 

居宅介護支援事業計画
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⑥ 軽度者に対しても、必要な福祉用具のレンタルが利用できるように支援

します。 

⑦ 地域包括支援センターや行政、医療等との連携を図り、困難事例への対

応に対してもできる限りの対応していけるように努めます。 

⑧ 要支援⇔要介護になった利用者に対しては、包括と連絡を取り合い、プ

ラン作成やスムーズなサービス利用につなげます。 

⑨ 地域包括支援センターからの委託を受けて、介護予防プラン及び介護予

防マネジメントの作成をおこないます。 

⑩ 総合事業の開始に伴い、内容の理解が不十分なところもあるため、積極

的に情報収集をおこない、ケアマネ間で共通理解し、利用者や家族へ

の説明ができるようにし、公的サービスや地域のサービスがスムーズ

に活用できるようにします。 

⑪ 利用者アンケートを実施し、満足度や要望などを把握し、今後のサービ

スの向上につなげていきます。 

⑫ 介護サービス情報の公表をおこないます。 

⑬ 特定事業所加算集中減算届出書を年 2 回提出します。 

⑭ 人材育成への協力体制の整備をおこない、新規ケアマネとなった方への

法定研修等における実習の受入をおこなって行きます。 
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訪問介護事業計画（案） 

事業所名：玖珠町介護保険サービスセンター訪問介護 

１．運営方針 

   事業所の訪問介護員は、要介護・要支援者等の心身の特性を踏まえ、 

  その有する能力に応じ、自宅で自立した日常生活を営むことができるよう 

入浴・排泄・食事の介護、その他生活全般に亘る援助を行います。 

 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービ 

スとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとします。 

２．基本方針 

 １）私達、訪問介護員は法令を遵守します。 

２）利用者の日常生活の状況を踏まえて、介護支援専門員（ケアマネージャ

ー）が作成した「居宅サービス計画」に沿って「訪問介護計画」を作成し、

その内容をご利用者及びそのご家族に説明し、サービスを提供します。 

 ３）サービスを提供することで利用者の自立支援を目的として、意欲の向上

が図れるよう支援いたします。 

 ４）訪問介護員は、サービスを提供する上で知り得たご利用者及びご家族に

関する秘密を守ります。 

 ５）ご利用者やご家族が安心してサービスが受けられるように、相談、助言

を行い、また不満や苦情に対して迅速かつ適切に対応します。 

 ６）訪問介護員は、研修や資格取得等により質の高いサービスが提供できる

ように努めます。 

 ７）職員間の連携が取れ、統一したサービスを提供するように努めます。 

３．事業内容 

 １）居宅介護支援事業をはじめ、他職腫との連携・郡内の同業事業所との 

   連携や意見交換→郡内ヘルパー会の運営に尽力 

 ２）担当者会議への出席 

 ３）訪問介護計画の作成 

４）身体介護、生活援助の提供 

 ５）資質向上の為の研鑽→自立支援型サービス・調理実習の取り組み 

６）事故の未然防止、苦情等への対応 

 ７）毎月 2回のサービス調整会議・研修会 

 ８）介護サービス情報の公表 

 ９）国保連請求業務 

 10）訪問介護員の処遇改善（介護福祉士資格取得奨励） 

 11）居宅介護→同行・行動援護の指定を模索 

訪問介護事業計画
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 12）介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み 

「できなくなったこと」を「できるように」、「できることを続けられ

るように」を理念にサポートする事業。 

・訪問型生活機能アップ事業→訪問介護員派遣 

・生活リハビリテーション短期集中訪問事業→理学療法士派遣 

・栄養改善短期集中訪問事業→管理栄養士派遣 

・口腔改善短期集中訪問事業→歯科衛生士派遣 
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通所介護事業計画（案） 

事業所名：玖珠町介護保険サービスセンター通所介護 

 

１．運営方針 

   利用者の人格及び人権を尊重し、一人ひとりに合わせた介護予防と自立

支援を行うと共に、地域において多様な介護予防・生活支援サービスの充

実を図り、地域に密着し信頼されるサービス事業展開を目指します。 

 

２．今年度重点事業目標 

    

（１）地域のニーズに即した事業の推進 

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、行政、医療等他機関との情

報共有、連携を密にし、地域支援事業の充実等地域のニーズに対応したサ

ービスを柔軟に提供する。 

（２）利用者個々のニーズに対応した事業の展開 

きめ細かなアセスメントと効果的なサービス提供により、地域でその人ら

しい生活が継続できるよう支援を行う。 

（３）介護者等への支援 

ご利用者・ご家族と職員の連携強化により充実したサービス提供や介護者

の精神的・身体的負担の軽減を図る。 

 

３．事業内容 

1) 居宅介護事業者・地域包括センター・行政・医療との連携 

2) 地域への貢献（知識及び技術提供、ボランティアの積極的受入、交流等） 

3) 地域ケア会議、サービス担当者会議への参加 

4) 通所介護計画の作成  

5) 送迎、健康チェック、入浴、食事サービス、機能訓練、アクティビティ活

動、年間行事と季節に応じた行事等の提供 

6) 日々の連絡調整会議（毎日） 

7) 事故防止・苦情などの対応 

8) 業務会議及び職員研修会実施(月２回)  

9) 利用者満足度アンケート・家族会の実施 

10) 介護サービス情報の公表 

11) 国保連請求業務 

12) 職員の上級資格取得の奨励と処遇改善 

13) 職員の資質向上のための研修 

通所介護事業計画
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（施設外研修） 

１) 介護職員の研修（摂食、排泄、介護予防、認知症、リスクマネジメント、

倫理等） 

２) 看護職員の研修（機能訓練、感染症、褥瘡、栄養ケア等） 

３) 給食職員の研修（食中毒、介護食等） 

４) 新任職員研修 （新任介護職員研修等） 

  

 

（施設内研修） 

１) 倫理・プライバシー・リスクマネジメント・法令遵守等について 

２) 摂食・排泄・感染症・認知症・機能訓練・介護予防・包括ケア等の勉強

会等 

３) 緊急時対応・防災訓練等の実施 

４) 新任職員研修（就業規則、事業計画、事業内容等） 

 

（施設見学研修） 

１）先進地への施設見学研修   

 



 

 

 

平 成 ２８ 年 度 

 

玖珠町地域包括支援センター事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 

 

玖珠町社会福祉協議会 

 

 



 



- 1 - 
 

平成２８年度玖珠町地域包括支援センター事業計画(案) 

 

＜基本方針＞ 

     高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営むために、介護・医

療・予防・住まい・生活支援サービスが連携し､高齢者のニーズや状態の変化に

応じて切れ目なく適切に提供されるような「地域包括ケアシステム｣の構築の実

現を町と連携して目指します。 

 

＜運営方針＞ 

① 公共性の視点 

    介護・福祉行政の一翼を担う｢公的な機関｣として、公正で中立性の高    

い事業運営を行います。 

② 地域性の視点 

     地域の意見をくみ上げ､それらをセンターの日々の活動に反映させると

共に､地域の特性や実情を踏まえ、地域の抱える問題の解決に取り組みます。 

③ 協働性の視点 

      地域の中に積極的に入り問題の発見に努めると共に、地域の保健・福祉・医

療の専門職やボランティア、民生委員等、地域福祉を支える様々な関係者と密

接な連携を図ります。 

 

＜平成２８年度重点目標＞ 

地区を対象に介護予防の啓発や地域包括支援センターの周知に取り組

みます。 

  1. 事業内容 

    地域包括支援センター業務実施にあたっては、国が定める「地域包括支援セ

ンター業務マニュアル」に基づき、町と連携を図りながら各種業務を実施します。 

 

１). 介護予防支援と地域支援事業の包括的支援事業 

  高齢者ができる限り在宅で自立した日常生活を継続できるように、生活機能

の向上やサービスの利用などについて助言・紹介するなど、個々の状態に

合った健康づくりや介護予防という重症化防止に取り組みます。 

① 要支援１、２と認定された方に対する生活状況等のアセスメント(課題

分析)を行い、本人が自立した生活を送れるよう介護予防ケアマネジメ

ントを実施します。 

また、住宅改修・福祉用具購入のみの要介護認定者に対し、自立に向

けた支援や各種書類作成を行います。 



- 2 - 
 

②生活機能の低下がみられた方の基本チェックリストの結果を基に、事業

対象者へ介護予防ケアマネジメントを実施。その心身の状況等に応じて

介護予防・日常生活支援総合事業が包括的・効率的に実施されるよう必

要な援助を行います。 

③ 介護認定で非該当に認定された方に対して、一般介護予防事業の参加

を促し、介護予防の取り組みにつなげます。また、地域で収集した情

報等により、何らかの支援を要する者に対し、介護予防活動へつなげ

ます。 

                 

 2). 総合相談支援事業 

 高齢者や家族、地域の人からの相談や悩みに応じ、情報提供やサービスの 

紹介を行います。介護や医療､健康、福祉など生活全般の相談を受け､機関

や制度への利用につなげ、継続的な支援を行います。 

 また､総合支援においては主任介護支援専門員･社会福祉士･保健師･専従

ケアマネ等の専門職がチームで対応します。 

① 訪問活動による地域課題や潜在的ニーズの発見、医療機関・警察消防

等関係機関との連携 

② 町と連携した地域の見守り体制づくりの推進 

③ 総合相談窓口としてネットワークづくりと社会資源等介護予防の                 

普及啓発 

④ チームアプローチでの対応 

⑤ 専門性向上のための研修会への参加 

 

3). 権利擁護事業 

 地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に解決 

できない､適切なサービス等に繋がる方法が見つからない等の困難な状況

にある高齢者が､地域において安心して日常生活が送れるように､成年後見

制度や虐待の早期発見､消費者被害などに対応し､権利を守る取り組みを 

推進します。 

①  成年後見制度の利用支援 

②  高齢者虐待への対応、未然防止の推進 

③  困難事例への対応 

④  消費者被害等の防止の広報啓発 

 ⑤ 専門性向上のための研修会への参加 

 

4). 包括・継続的ケアマネジメント支援事業 

主治医をはじめ､地域の介護支援専門員、地域の様々な関係者が連携･協 
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働することで､保健･医療･福祉･その他の生活支援サービスなどを含め､地

域における様々な資源を活用し(｢包括的｣)､途切れることなく(｢継続的｣)､

施設・在宅を通じた地域における生活を支援します。 

 

①  介護予防支援業務担当者研修会の開催 

②  居宅介護支援事業所連絡会の開催 

③ 「地域ケア会議」等を通じて、介護支援専門員に対する支援を実施 

④  民生児童委員協議会の定例会地区別参加 

⑤  専門性向上のための研修会への参加 

 

５). 認知症総合支援事業 

   ○認知症初期集中支援チーム 

認知症が疑われる人、認知症の人とその家族に複数の専門職が早期から家

庭訪問を行い、認知症の人のアセスメント（課題分析）や、家族の支援な

どを行います。 

○認知症地域支援推進員 

認知症の人ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けることができよう、

認知症施策や事業の企画調整等を行います。 

① 必要な医療、介護等のサービスを受けることができるための関係機

関との連絡体制の構築 

② 玖珠郡医師会、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門

医等とのネットワークの形成 

③ 認知症ケアパスの普及における主導的役割の実施 

④ 相談支援の実施及び支援体制の構築  

⑤ 認知症ケア向上推進事業における各事業の実施及び調整 

⑥ 認知症サポーター養成講座の開催 

   

６). その他 

① 一般介護予防事業の地域版いきいき元気教室やいきいきサロンなどで

運動や保健・看護に関する助言や指導を行います。 

② 権利擁護や介護予防、地域課題の把握と分析等、社協地域福祉部と関

連のある業務について連携するため、地域福祉・包括連絡会議を定期

的に開催します。 

③ 地域ケア会議の司会・進行、事例提出、検討(毎月３回、要支援者、事

業対象者を月最多１８事例程度提出)を行います。 

④ 在宅医療連携会議等へ参画し、ネットワークの構築へ向け取り組みま

す。 
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⑤ 地区の民生委員と協力・連携しながら、独居・高齢者世帯の家庭訪問

によりその実態やニーズの把握に努めます。 

⑥ 広報活動 

ほうかつセンターだよりを年４回（５月、７月、１１月、３月）作成

し、全戸に配布します。また、地域での広報活動を行います。 

⑦ 台風、豪雨時等の独居・高齢者世帯への声かけ・安否確認等を行いま

す。 

   


